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はじめに 

 

 専 門委員会 SWGでＧＳＶ社 等 がＡＤＳＬ回 線 の上り周波 数帯域 を拡 張 する案 を提 出した。内容 は

異 なるが、センチュリアム社 等 も同 様 な案 を提 出 した。どちらもＪＪ１００．０１下 での疑 似 試 験 結 果

から、線 路 長 が２．５ｋｍ～３ｋｍ程 度 であれば既 存 ＡＤＳＬ回 線 等 への影 響 は少 ないと予 想 してい

る。 

 しかしＪＪ１００．０１は、ＡＤＳＬ回線の上り周波数帯域 を拡張 する場面で使 用 する基準 としては十

分 なものではない。とりわけＢ章 に欠 陥 がある。 

 弊社では、実線（線路長が２．５ｋｍの０．４ｍｍＰＥ絶縁ケーブル）の下でＳＤＳＬ（ＣＡＰ－オーバラ

ップ方 式 ）回 線 を５回 線 作 動 させ、下 り伝 送 速 度 が最 大 ８Ｍｂｐｓの既 存 ＡＤＳＬ（ＤＭＴ－ＦＤＭ方 式 。

ＡｎｎｅｘＡ）回 線 への影 響 を検 証 した。そしてＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 の提 案 が妥 当 なもの

であるかどうかを検 討 した。検 証 と検討 の結 果 、ＡＤＳＬ回 線 の上 り周 波数帯 域 の拡 張は１５０ｋＨｚ

～１６０ｋＨｚ程 度 までが限 度 であり、ＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 の提 案 は妥 当 なものではない

との結 論 に達 した。 

 もしもＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 が提 案 しているような高 い周 波 数 にまでＡＤＳＬ回 線 の上 り

周 波 数 帯 域 を拡 張 するのであれば、ＪＪ１００．０１のＢ章 を改 稿 し、その下 で再 度 疑 似 試 験 を行 う

べきである。以 下 でその理 由 を述 べるが、Ｂ章 の改 稿 とその下 で再 度 模 擬 試 験 が行 われない限 り、

弊 社 はＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 の提 案 は受 け入 れることができない。 

 

 

 

検 証 環 境  

 

 ＪＪ１００．０１（第二版）の規則 に従い、以下の環境下で５回線のＳＤＳＬ回線による既存 ＡＤＳＬ回

線 への影 響 を検 証 した。 
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 以 下 は各 ペア線 のループ抵 抗 値 である。 

 

線番 １ａ １ｂ ２ａ ２ｂ ３ａ ３ｂ 

抵抗値 ６７６Ω ６７６Ω ６７９Ω ６７４Ω ６７５Ω ６７５Ω 

 

 

 

既 存 ＡＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムと下 り伝 送 速 度 の測 定  

 

 はじめにＳＤＳＬ回 線 を作 動 させないで既 存 ＡＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムを測 定 した。測 定 結

果を別紙 １に記載 する（測定地点はＣＯ側 から５００ｍの地点である。簡易スペクトラムアナライザを

使 用 したため、パワーレベルが不 正 確 であることは否 めない。しかし周 波 数 帯 域 は概 ね正 しい）。 

 次 に既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 とＦＴＰによるファイル転 送 速 度 を測 定 した。以 下 は測 定 結

果 である。 

 

下り伝送速度 ＦＴＰによるファイル転送速度 

７５８４ｋｂｐｓ 毎秒７５１Ｋバイト 

 

 

 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムと既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 の測 定  

 

 はじめに線 番 １ｂのＳＤＳＬ回 線 を１．５Ｍｂｐｓで作 動 させ、パワースペクトラムを測 定 した。測 定 結

果 を別 紙 ２に記 載 する。また出 力 値 と最 大 周 波 数 を以 下 に記 す。 

 

出力値 最大周波数 

１３ｄＢｍ 約３００ｋＨｚ 

 

 次 に５回 線 のＳＤＳＬ回 線 を１．５Ｍｂｐｓで作 動 させ、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 とＦＴＰによ

るファイル転 送 速 度 を測 定 した。以 下 は測 定 結 果 である。 

 

下り伝送速度 ＦＴＰによるファイル転送速度 

６１１２ｋｂｐｓ 毎秒６２３Ｋバイト 

 

 ＳＤＳＬ回 線 を作 動 させない場 合 と比 較 して、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 は１４７２ｋｂｐｓ低

下 した。 

 



１ＭｂｐｓＳＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムと既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 の測 定  

 

 はじめに線 番 １ｂのＳＤＳＬ回 線 を１Ｍｂｐｓで作 動 させ、パワースペクトラムを測 定 した。測 定 結 果

を別 紙 ３に記 載 する。また出 力 値 と最 大 周 波 数 を以 下 に記 す。 

 

出力値 最大周波数 

１２ｄＢｍ 約２８０ｋＨｚ 

 

 次 に５回 線のＳＤＳＬ回線 を１Ｍｂｐｓで作動 させ、既 存 ＡＤＳＬ回 線の下り伝 送速度 とＦＴＰによるフ

ァイル転 送 速 度 を測 定 した。以 下 は測 定 結 果 である。 

 

下り伝送速度 ＦＴＰによるファイル転送速度 

６５６０ｋｂｐｓ 毎秒６６２Ｋバイト 

 

 ＳＤＳＬ回 線 を作 動 させない場 合 と比 較 して、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 は１０２４ｋｂｐｓ低

下 した。 

 

 

 

５２８ｋｂｐｓＳＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムと既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 の測 定  

 

 はじめに線 番 １ｂのＳＤＳＬ回 線 を５２８ｋｂｐｓで作 動 させ、パワースペクトラムを測 定 した。測 定 結

果 を別 紙 ４に記 載 する。また出 力 値 と最 大 周 波 数 を以 下 に記 す。 

 

出力値 最大周波数 

１１ｄＢｍ 約１９０ｋＨｚ 

 

 次 に５回 線 のＳＤＳＬ回 線 を５２８ｋｂｐｓで作 動 させ、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 とＦＴＰによ

るファイル転 送 速 度 を測 定 した。以 下 は測 定 結 果 である。 

 

下り伝送速度 ＦＴＰによるファイル転送速度 

７４５６ｋｂｐｓ 毎秒７３９Ｋバイト 

 

 ＳＤＳＬ回 線 を作 動 させない場 合 と比 較 して、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 は１２８ｋｂｐｓ低 下

した。 

 



４００ｋｂｐｓＳＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムと既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 の測 定  

 

 はじめに線 番 １ｂのＳＤＳＬ回 線 を４００ｋｂｐｓで作 動 させ、パワースペクトラムを測 定 した。測 定 結

果 を別 紙 ５に記 載 する。また出 力 値 と最 大 周 波 数 を以 下 に記 す。 

 

出力値 最大周波数 

１０ｄＢｍ 約１４５ｋＨｚ 

 

 次 に５回 線 のＳＤＳＬ回 線 を４００ｋｂｐｓで作 動 させ、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 とＦＴＰによ

るファイル転 送 速 度 を測 定 した。以 下 は測 定 結 果 である。 

 

下り伝送速度 ＦＴＰによるファイル転送速度 

７５８４ｋｂｐｓ 毎秒７４８Kバイト 

 

 既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 の低 下 はなかった（ＦＴＰによるファイル転 送 速 度 は多 少 低 下 し

たが、これはＳＤＳＬ回 線 の影 響 で既 存 ＡＤＳＬ回 線 の上 り伝 送 速 度 が多 少 低 下 したためであると

考 えられる。事 実 、上 り伝 送 速 度 は９２８ｋｂｐｓから８６４ｋｂｐｓに低 下 した。ちなみに５２８ｋｂｐｓＳＤ

ＳＬ回 線 の場 合 も８６４ｋｂｐｓに低 下 した。しかし１ＭｂｐｓＳＤＳＬ回 線 や１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回 線 の場

合 は低下 しなかった。これは１ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線や１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線のパワーレベルが４００ｋ

ｂｐｓＳＤＳＬ回 線 や５２８ｋｂｐｓＳＤＳＬ回 線 よりも多 少 低 いためであると考 えられる）。 

 

 

 

検 証 のまとめ 

 

 以 下 に検 証 結 果 をまとめる。 

 

ＳＤＳＬ回線 既存ＡＤＳＬ回線 

伝送速度 出力値 最大周波数 上り伝送速

度 
下り伝送速

度 
下り速度低

下 

－ － － ９２８ｋｂｐｓ ７５８４ｋｂｐｓ － 

４００ｋｂｐｓ １０ｄＢｍ 約１４５ｋＨｚ ８６４ｋｂｐｓ ７５８４ｋｂｐｓ － 

５２８ｋｂｐｓ １１ｄＢｍ 約１９０ｋＨｚ ８６４ｋｂｐｓ ７４５６ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

１Ｍｂｐｓ １２ｄＢｍ 約２８０ｋＨｚ ９２８ｋｂｐｓ ６５６０ｋｂｐｓ １０２４ｋｂｐｓ 

１．５Ｍｂｐｓ １３ｄＢｍ 約３００ｋＨｚ ９２８ｋｂｐｓ ６１１２ｋｂｐｓ １４７２ｋｂｐｓ 

 

 弊 社 としては、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 を１Ｍｂｐｓ以 上 低 下 させる他 回 線 の収 容 はまっ

たく容 認 することができない。１２８ｋｂｐｓ程 度 の速 度 低 下 であれば容 認 できるが、従 来のＴＴＣの考

えに従 えば、おそらく容 認 することができないと考 える。従 って弊 社 としては、ＡＤＳＬ回 線 の上 り周

波 数 帯 域 の拡 張 は１５０ｋＨｚ～１６０ｋＨｚ程 度 までが限 度 であるというしかない。 

 



検 討  

 

 ＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 の提 案 によれば、上 り周 波 数 帯 域 を拡 張 したＡＤＳＬ回 線 のパワ

ースペクトラムは弊 社 が検 証 で使 用 したＳＤＳＬ回 線 のパワースペクトラムよりもパワーレベルが多

少 低 いと考 えられる。しかし使 用 する周 波 数 がかなり高 いため、既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度

は５００ｋｂｐｓ以上低下 すると予想 する（ＧＳＶ社等の提案の場合で５００ｋｂｐｓ程度、センチュリアム

社 等 の提 案 の場 合 で１Ｍｂｐｓ程 度 低 下 すると予 想 する）。弊 社 としては、どちらも許 容 できる速 度

低 下 の限 度 を超 えているため、どちらの案 も容 認 することはできない。 

 弊社 は、ここでＧＳＶ社等 やセンチュリアム社等が無謀 とも思 える提案をした原因 となるものを除く

ことを提案 する。弊 社は、ＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 が疑似 試験 で使用 したコンピュータ・プロ

グラムに問 題 がないとすれば、ＪＪ１００．０１に欠 陥 があると考 える。とりわけＢ章 に欠 陥 があると考

える。 

 

 

 

銅 線 の特 性 インピーダンス 

 

 銅 線 の特 性 インピーダンスは周 波数 の違 いによって変 化 する。例 えば弊 社 が検 証で使 用 した０．

４ｍｍＰＥ絶 縁 ケーブルの特 性 インピーダンスの測 定 結 果 は以 下 の通 りである（共 振 法 を使 用 して

測 定 した。従 って精 度 に多 少 のズレが生 じている）。 

 

共振周波数 ８５ｋＨｚ １７３ｋＨｚ ５４５ｋＨｚ 

特性インピーダンス １１９．３Ω １１７．２Ω １１１．６Ω 

 

 銅 線 の特 性 インピーダンスが違 えば、干 渉 の度 合 いも異 なるものになる。概 して、特 性 インピーダ

ンスが増 大 すれば干 渉 の度 合 いは低 くなり、特 性 インピーダンスが減 少 すれば干 渉 の度 合 いは高

くなる。 

 しかしＪＪ１００．０１のＢ章 では、干 渉 の測 定 点 を１６０ｋＨｚに固 定 している。その場 合 、既 存 の上

り周 波 数 帯 域 を下 りでも使 用 するオーバラップ方 式 のＡＤＳＬ回 線 やＲｅａｃｈＤＳＬ回 線 の規 制 は実

際 よりも厳 しくなり、一 方 、ＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 が提 案 する上 り周 波 数 帯 域 を拡 張 した

ＡＤＳＬ回 線 の規 制 は実 際 よりも甘 くなる。 

従 って、弊 社は、加入 者にオーバラップ方 式 のＡＤＳＬ回線 やＲｅａｃｈＤＳＬ回 線を提供しているが、

実 際 よりも厳 しい規 制 の下 で提 供 していると考 える。弊 社 としては、このような不 公 正 さを残 したま

ま上 り周 波 数 帯 域 を拡 張 したＡＤＳＬ回 線 の提 案 を容 認 することはできない。これも弊 社 がＧＳＶ社

等 やセンチュリアム社 等 の提 案 を容 認 しない理 由 のひとつである。 

 



近 端 漏 話 減 衰 量  

 

 前 で述 べたことを補 充 する目 的で、近端 漏話 減衰量 についても述 べる。銅線 の特性 インピーダン

スが違 えば、干 渉 の度 合 いが異 なるものになり、近 端 漏 話 減 衰 量 も異 なるものになる。ＪＪ１００．０

１のＢ章 では、近 端 漏 話 減 衰 量 を以 下 のように定 義 している。 

 

測定箇所 １６０ｋＨｚ点 

同一カッド内 ６４．０ｄＢ 

 

 しかし弊 社 が周 波 数 を変 えて測 定 した０．４ｍｍＰＥ絶 縁 ケーブルの近 端 漏 話 減 衰 量 は、以 下 の

ようになった。 

 

測定箇所 ５０ｋＨｚ点 １００ｋＨｚ点 ５００ｋＨｚ点 １０００ｋＨｚ点 

同 一 カッド内 の近

端 漏 話 減 衰 量 
７７．６ｄＢ ６９．８ｄＢ ６２．４ｄＢ ５３．７ｄＢ 

 

 以 上 から、測 定 点 を１６０ｋＨｚに固 定 しているＪＪ１００．０１のＢ章 が十 分 でないことはあきらかで

ある。 ＡＤＳＬ回 線 の上 り周 波 数帯 域を拡 張 するのであれば、Ｂ章 を改稿 した上 で規制を施 すべき

である。 

 ちなみにＢ章 の改 稿 は無 理 な提 案 ではない。ＪＪ１００．０１のすべてを見 直 す必 要 はないし、採 用

している式 を直 したり新 しい式 を導 入 したりする必 要 もない。単 に基 礎 となる値 を変 更 するだけであ

る。従 って、作 業 量 はさほど大 きなものにはならないと考 えられ、また疑 似 試 験 で使 用 するコンピュ

ータ・プログラムを書 き直 す必 要 もおそらく生 じない。 

 

 

 

おわりに 

 

 ｘＤＳＬ回 線 とＩＳＤＮ回 線 の干 渉 問 題 等 を検 討 する場 面 では、１６０ｋＨｚの測 定 点 は妥 当 である。

しかし異 なるタイプのｘＤＳＬ回 線 間 の干 渉 問 題 等 を検 討 する場 面 では妥 当 でない場 合 がある。 

 既 存 の上 り周 波 数 帯 域 を下 りでも使 用 するオーバラップ方 式 のＡＤＳＬ回 線 やＲｅａｃｈＤＳＬ回 線

の干 渉 問 題 等 を検 討 する場 面 では、測 定 点 を１６０ｋＨｚよりも低 い周 波 数 にすべきである。一 方 、

ＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 が提 案 する上 り周 波 数 帯 域 を拡 張 したAＤＳＬ回 線 の干 渉 問 題 等

を検 討 する場 面 では、測 定 点 を１６０ｋＨｚよりも高 い周 波 数 にすべきである。 

 なお、ＪＪ１００．０１は改 版 により、疑 似 試 験 結 果 を実 線 を使 った試 験 によって検 証 することが容

易 になった。従 ってＢ章の改稿 が困 難な場合 は、ＧＳＶ社等 やセンチュリアム社等 は疑 似試験 結果

だけでなく実 線 を使 った試 験 結 果 を提 出 すべきである。 

 既 存 のADSLユーザの下 り速 度 への影 響 を勘 案 すると、上 り周 波 数 帯 域 を拡 張 する方 式 は単 な

る机 上 の干 渉 計 算 だけでなく、慎 重 な検 討 が必 要 と考 える。 



別紙１  既存ADSL回線PSD（下り最大 8Mbps, AnnexA FDM）  
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別紙２  1.5Mbps SDSL PSD 
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別紙３  1Mbps SDSL PSD 
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別紙４  528kbps SDSL PSD 
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別紙５  400kbps SDSL PSD 
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